
第３０号様式（第２条関係）

年 月 日

　　　瀬戸市長　殿
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法第１４条の３の２の規定による定期点検をしなければならない製造所等で、直近において当該点検を実施
した日から１年を超える日以後に使用を再開しようとする場合は、届け出る前に当該点検を実施するととも
に、当該点検記録の写しを添付すること。

移動タンク貯蔵所で、完成検査済証の交付を受けた日又は当該移動貯蔵タンクの直近の漏れの点検を実施
した日から５年を経過する日の属する月の末日より後に使用を再開しようとする場合は、届け出る前に当該漏
れの点検を実施するとともに、当該点検記録の写しを添付すること。

この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

品名(指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（　）
内に該当する指定数量を記載すること。

そ の 他 必 要 事 項

休 止 又 は 再 開 の
理 由

設 置 場 所

設置の許可年月日
及 び 許 可 番 号

製 造 所 等 の 別
貯蔵所又は
取扱所の区分

住所

※印の欄は、記入しないこと。

設置者

危 険 物 の 類 、
品 名 ( 指 定 数 量 ) 、
最 大 数 量

休止する場合は、その他必要事項に事故防止上の措置について記載すること。

危険物製造所等使用休止　・　再開届出書

住所

氏名

届出者

法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

※受付欄 ※　経　過　欄

氏名

年 日

倍

休止

再開
月

休 止 又 は 再 開
年 月 日

指定数量
の倍数
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